
日本臨床教育学会会則 
 

 

（名称） 

第１条 本学会は，日本臨床教育学会（Japanese Association of Clinical Research on Human 

Development and Education）と称する。 

（目的） 

第２条 本学会は，国内外の臨床教育学及び隣接諸科学の研究交流を通じて，その研究と実践の振

興に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第３条 本学会は前条の目的を達成するために，次の各号に定める事業を行う。 

（１）年次大会及び研究会・シンポジウムなどの開催 

 （２）国内及び国外の関係学会・機関・団体等との研究交流 

     （３）研究紀要など本学会の目的に資する刊行物の編集・刊行 

     （４）その他必要な事業 

（会員） 

第４条 会員は，本学会の目的に賛同し，臨床教育学の研究･実践を行う者，及び臨床教育学に関心

を有する者とする。 

２ 会員となろうとする者は，本規約を認め，会員１名以上の推薦を受けて，事務局に届け，理事

会の承認を受けるものとする。 

３ 会員は，入会金及び年会費を納めなければならない。 

４ 2 年間にわたって会費を納入しなかった会員は，理事会の議を経て退会したものとみなされる。 

（会員の権利及び資格停止） 

第５条 会員は，次の各号に定める権利を有し，またその権利を停止される。 

（１）会員は，本学会の事業に参加することができる。 

（２）会員は，総会に出て意見を述べ，議決に参加することができる。 

（３）会員が次の各号の一に該当するときは，会員の資格を停止される。資格停止については，理

事会で決定し，総会の承認を得るものとする。 

① 本学会の名誉を傷つけ，または本学会の目的に違反する行為があったとき。 

② 本学会の会員としての義務に違反したとき。  

（経費及び会計年度） 

第６条 本学会の会費は，次の通りとする。 

（１）年会費は，研究職にある者 8,000 円，教職員・社会人 5,000 円，院生 3,000 円とする。 

（２）入会金は，2,000 円とする。 

（３）本学会の会計年度は，毎年 9 月 1 日に始まり翌年の 8 月 31 日に終わるものとする。 

（倫理規程の遵守） 

第７条  会員は実践・研究を進めるうえで，本学会が別に定める「日本臨床教育学会倫理規程」を

遵守しなければならない。 

（総会） 

第８条 総会は，会員をもって構成し，本学会の組織及び運営に関する基本的事項を審議決定する。 

２ 定期総会は，毎年１回，会長によって招集される。総会は，次の各号に定める議題を審議決定

する。 

（１）事業報告及び収支決算の承認 

（２）事業計画及び予算の承認 

（３）役員の承認及び報告      

（４）その他，本学会の事業に関する件 

３ 会長は，理事会が必要と認めたとき，又は会員の３分の１以上が署名により要求したときは，

臨時総会を招集しなければならない。 



４ 総会の議決は，次の通りとする。 

（１）総会は全会員の過半数の出席をもって成立する。ただし定足数に満たない場合は，仮総会と

する。  

（２）議事は出席者の過半数の同意をもって決定される。ただし本学会の会則変更，解散，会員の

資格停止については出席者の３分の２以上の同意を得なければならない。  

（３）仮総会の場合は，その決議事項を機関誌等に発表し，その後１カ月以内に会員総数の過半数

が文書によって反対した時には，総会の決議としての効力を失うものとする。  

（役員） 

第９条  本学会の役員は，会長１名，理事 15 名，及び監査２名とする。なお、必要に応じて若干名

の理事を推薦で加えることができる。詳細は別に定める。 

 （役員の選出） 

第 10 条 会長及び理事は，会員の投票により会員から選出する。当該選出方法は，別に定める。 

２ 監査は，会長が会員より推薦し，総会の承認を経て委嘱する。          

３ 会長，理事及び監査の任期は，選出定期総会の翌日より，2 年後の定期総会の日までとする。

会長及び理事については，再任を妨げない。 

４ 理事会は，理事の中から副会長及び事務局長を選出し，総会の承認を受ける。 

５ 会長及び理事に欠員が生じた場合には，その次点者をもってこれに充てる。任期は前任者の残

りの期間とする。 

 （役員の任務） 

第 11 条 会長は本学会を代表し，理事会を主宰する。 

２ 副会長は，会長を補佐し会長に事故あるときはこれに代る。 

３ 理事は，理事会を組織し，本学会の事業を企画し執行する。理事会運営については別に定める。 

 ４ 監査は，会計及び事業状況を監督する。 

（理事会・常任理事会） 

第 12 条 理事会は本会の事業の執行の責任を負う。 

２ 理事会に常任理事会を置く。常任理事は，会長，副会長，事務局長，機関誌編集委員長ほか若

干名によって構成される。常任理事会には，事務局次長のほか事務局監事若干名も出席し，その

実務を総括する。 

（事務局） 

第 13 条 本学会に事務局を置く。大阪府東大阪市西堤学園町３丁目 1 番 1 号 東大阪大学 渡邉由之

の研究室に置く。 

２ 本学会の事務局は，事務局長並びに理事会が委嘱する理事及び事務局監事若干名によって構成

される。 

（機関誌編集委員会） 

第 14 条 本学会に機関誌編集委員会を置く。 

2 機関誌編集委員会の組織並びに論文の投稿及び査読審査等の機関誌編集に関して必要な事項に

ついては，理事会において定める。 

（部会） 

第 15 条 本学会には，理事会の承認を得て研究部会等を置くことができる。 

（学会創設期に関する特例） 

第 16 条 前条までの規定にかかわらず，次の各号に挙げる事項については，学会創設期に関する特

例として取り扱う。 

（１）本学会設立準備会は，本会則(案)その他の規程に基づいて運営を行うものとする。 

（２）第 4 条第 1 項の該当者が設立準備会に入会した場合には，本学会に入会したものとする。 

（３）第 6 条の規定にかかわらず，学会設立後最初の会計年度は設立総会の日から始まり，第 1 回

定期総会の翌年の 8 月 31 日に終わるものとする。 

（４）第 6 条及び前号の規定にかかわらず，学会設立準備に関わる諸経費は設立後最初の会計年度

に計上するものとする。 



（５）第 10 条の規定にかかわらず，本学会設立当初の役員は設立準備会の推薦をもとに設立総会

の承認を経て選出し，その任期は第 2 回定期総会の日までとする。 

（経費） 

第 17 条 本会の経費は，会費，事業収入及び寄付による。 

（会則の改正） 

第 18 条 本会則の改正は，総会の議決による。 

附 則  

本会則は，2011 年 3 月 19 日から施行する。 

附  則（2011 年 10 月 2 日 改正） 

本会則は，2011 年 10 月 2 日から施行する。 

附  則（2012 年 9 月 30 日 改正） 

本会則は，2012 年 9 月 30 日から施行する。 

附  則（2015 年 2 月 22 日 改正） 

本会則は，2015 年 2 月 22 日から施行する。 

附  則（2019 年 10 月 20 日 改正） 

本会則は，2019 年 10 月 20 日から施行する。 

 附 則（2021 年 10 月 4 日 改正） 

本会則は，2021 年 10 月 4 日から施行する。 


